
information
お知らせ

春
先
は
火
災
に
要
注
意
‼

　
雪
解
け
が
進
む
こ
の
時
期
は
空
気

が
乾
燥
し
、火
災
が
発
生
し
や
す
い
環

境
に
な
り
ま
す
。

　
タ
バ
コ
の
ポ
イ
捨
て
や
不
始
末
で

の
火
災
も
依
然
と
し
て
多
く
発
生
し

て
い
ま
す
。ま
た
、ゴ
ミ
焼
き
は
法
律

で
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
で
絶
対
に
や

め
ま
し
ょ
う
。ゴ
ミ
焼
き
が
山
火
事
に

つ
な
が
る
事
例
が
多
く
発
生
し
て
い

る
の
で
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

　
さ
ら
に
、放
火
に
よ
る
火
災
も
全
国

的
に
発
生
し
て
い
ま
す
。家
の
掃
除
で

出
た
燃
え
や
す
い
物
や
、施
錠
さ
れ
て

い
な
い
物
置
は「
放
火
犯
」に
狙
わ
れ

や
す
い
傾
向
に
あ
る
の
で
、家
の
ま
わ

り
の
整
理
整
頓
や
ゴ
ミ
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
の
管
理
等
を
行
い
、近
隣
の
方
と
協

力
し
て
地
域
ぐ
る
み
で
放
火
防
止
対

策
を
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

風
害
等
に
よ
る

消
防
の
対
応
に
つ
い
て

　
消
防
署
で
は
毎
年
、強
風
に
よ

る
屋
根
ト
タ
ン
な
ど
の
飛
散
危
険

に
対
す
る
出
動
が
あ
り
ま
す
。町

民
の
人
命
に
危
険
が
及
ば
な
い
よ

う
、ト
タ
ン
を
固
定
す
る
な
ど
最

低
限
の
対
応
し
か
で
き
ま
せ
ん
の

で
、普
段
か
ら
建
物
の
維
持
管
理

を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

5
月
21
日（
木
）、6
月
18
日（
木
）、

7
月
16
日（
木
）、8
月
20
日（
木
）、

9
月
17
日（
木
）

無
料
出
張
相
談
会
開
催
日
程

午
前
10
時
〜
午
後
3
時

開
催
時
間
（
全
日
程
）

役
場
１
階
　
相
談
室

相
談
会
会
場

水
道
係
21
番
窓
口

☎
77

－

８
３
８
９

連
絡
先

オ
ホ
ー
ツ
ク
相
談
セ
ン
タ
ー

ふ
く
ろ
う（
北
海
道
受
託
事
業
者
）

実
施
者

〜
生
活
困
窮
者
支
援
〜

津
別
町
出
張
相
談
会
の
ご
案
内

生
活
に
困
り
ご
と
や
不
安
を
抱
え

て
い
る
場
合
に
、ど
う
し
た
ら
解
決

で
き
る
か
一
緒
に
考
え
、自
立
に
向

け
た
支
援・相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
相
談
は
無
料
、秘
密
は
厳
守
し
ま

す
。ひ
と
り
で
悩
ま
な
い
で
、遠
慮

な
く
お
電
話
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
・
予
約
先

（
事
前
予
約
制
）オ
ホ
ー
ツ
ク

相
談
セ
ン
タ
ー
　
ふ
く
ろ
う

☎
０
１
５
７

－

25

－

３
１
１
０

問
い
合
わ
せ
先

津
別
消
防
署

☎
76

－

２
１
８
９

問
い
合
わ
せ
先

津
別
消
防
署

☎
76

－

２
１
８
９

問
い
合
わ
せ
先

改
正
労
働
安
全
衛
生
法

が
施
行
さ
れ
ま
す

　
本
年
４
月
１
日
か
ら
改
正
労
働

安
全
衛
生
法
が
施
行
さ
れ
、①
注

文
者
に
対
し
て
個
人
事
業
者
の
保

護
、②
事
業
者
に
対
し
て
高
年
齢

者
の
労
働
災
害
防
止
の
取
組
が
義

務
付
け
ら
れ
ま
す
。

　
詳
し
く
は
厚
生
労
働
省
Ｈ
Ｐ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

厚
生
労
働
省
　
北
海
労
働
局

　
労
働
基
準
監
督
署（
支
署
）

５
月
20
日（
水
）

10
時
か
ら
12
時
程
度

日
　
時

津
別
町
役
場
調
理
実
習
室

場
　
所

筆
記
用
具

持
ち
物

無
料

参
加
費

５
月
11
日（
月
）

※
当
日
は
託
児
が
あ
り
ま
す

申
込
締
切

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

離
乳
食
教
室
に

参
加
し
ま
せ
ん
か
？

　「
離
乳
食
を
こ
れ
か
ら
始
め
る
」

「
離
乳
食
で
悩
み
や
困
り
ご
と
が

あ
る
」「
離
乳
食
を
勉
強
し
た
い
」

な
ど
生
後
12
か
月
以
下
の
乳
児
の

保
護
者
を
対
象
に
し
た
離
乳
食
教

室
を
開
催
し
ま
す
。

　
教
室
内
容
は
離
乳
食
の
進
め
方

と
試
食
な
ど
で
す
。お
気
軽
に
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
！

健
康
推
進
係

☎
77

－

８
３
８
０

住
宅
係
20
番
窓
口

　
☎
77

－

８
３
９
０

問
い
合
わ
せ
先

住
宅
改
修
奨
励
金
の
追

加
募
集
を
し
て
い
ま
す

　
令
和
８
年
４
月
１
日
〜
10
日
の

期
間
で
募
集
を
し
て
い
た
住
宅
改

修
奨
励
金
で
す
が
、予
算
額
に
満

た
な
か
っ
た
た
め
追
加
募
集
の
申

し
込
み
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
予
算
額
に
達
し
次
第
受
け
付
け

を
終
了
し
ま
す
。

　
一
度
住
宅
改
修
奨
励
金
の
交
付

を
受
け
て
い
る
住
宅
は
、申
し
込

み
で
き
ま
せ
ん
。

　
申
込
書
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

対
象
者

　
改
修
後
10
年
以
上
の
定
住
を
確

約
さ
れ
る
方

対
象
改
修
工
事（
次
の
す
べ
て
の

条
件
を
満
た
す
工
事
）

①
建
築
後
10
年
以
上
を
経
過
し
た

　
住
宅
の
改
修
工
事

②
町
内
建
設
業
者
が
請
負
う
改
修

　
工
事
で
奨
励
金
交
付
決
定
前
に

　
着
工
し
て
い
な
い
工
事

③
改
修
に
要
す
る
費
用
が
50
万
円

　（
消
費
税
額
等
含
む
）以
上

④
住
宅
の
増
築
、改
築
、住
宅
の
耐

　
久
性
を
高
め
る
た
め
の
改
修
工

　
事
、塗
装
、補
強
、住
宅
の
居
住
性

　
を
高
め
る
改
修
工
事
、環
境
負
荷

　
低
減
に
資
す
る
改
修
工
事
な
ど

奨
励
金
内
容

　
改
修
費
用
の
20
％
で
50
万
円
が

上
限
で
す
。

　
奨
励
金
の
う
ち
10
％
は
、津
別
町

商
工
会
会
員
の
取
扱
店
で
利
用
で

き
る
商
品
券
で
交
付
し
ま
す
。

そ
の
他

ま
だ
間
に
合
い
ま
す
！

乳
が
ん・子
宮
頸
が
ん

集
団
検
診

　
６
月
に
行
う
乳
が
ん
・
子
宮
頸

が
ん
集
団
検
診
の
お
申
込
み
を
現

在
受
付
中
で
す
。希
望
の
時
間
に

受
診
し
た
い
方
は
お
早
め
に
お
申

込
み
く
だ
さ
い
。「
自
分
は
症
状
が

な
い
か
ら
大
丈
夫
」そ
う
思
っ
て

い
る
あ
な
た
が
が
ん
検
診
の
対
象

で
す
。

実
施
日
時

6
月
７
日（
日
）　

8
時
30
分
〜
10
時
30
分

12
時
30
分
〜
13
時
00
分

※
受
付
時
間
は
30
分
刻
み
で
す

場
所津

別
町
役
場
１
階
健
診
ホ
ー
ル

申
込
期
間

４
月
１
日
〜
５
月
25
日

問
い
合
せ
先

健
康
推
進
係
７
番
窓
口

☎
77

－

８
３
８
０

申
込
方
法

①
電
話
で
申
込
み

②
Ｗ
ｅ
ｂ
申
込
み

https://w
w

w
.tow

n.tsubets
u.hokkaido.jp/
soshikikarasagasu/
kensetsu/3/1099.htm

l

使
用
水
量
や
請
求
金
額
を
知
り

た
い
方
は
、津
別
町
水
道
ポ
ー
タ
ル

に
ご
登
録
い
た
だ
く
か
、検
針
票

の
郵
送
を
希
望
す
る
旨
、建
設
課

水
道
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

令
和
８
年
３
月
を
も
っ
て
水
道

ス
マ
ー
ト
メ
ー
タ
―
化
に
伴
い
、

検
針
お
よ
び
水
道
料
金
訪
問
徴

収
は
廃
止
と
な
り
ま
し
た
。

information
お知らせ

こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
に

つ
い
て

北
見
保
健
所
で
は
、精
神
保
健

に
関
し
て
、専
門
医
や
保
健
師
に

よ
る
無
料
相
談
を
お
こ
な
っ
て
い

ま
す
。

次
の
様
な
方
は
、プ
ラ
イ
バ

シ
ー
の
保
護
は
さ
れ
ま
す
の
で
、

安
心
し
て
御
相
談
く
だ
さ
い
。

・
不
眠
が
続
く
方

・
人
に
会
い
た
く
な
い
、
人
の
視

線
が
気
に
な
る
、
気
分
が
ゆ
う

う
つ
な
方

・
病
気
の
こ
と
を
知
り
た
い
方

（
統
合
失
調
症
・
神
経
症
・
う
つ

病
な
ど
）

・
家
庭
内
暴
力
で
お
困
り
な
方

・
認
知
症
に
関
し
て
の
心
配
や
悩

み
な
ど
を
お
持
ち
の
方

・
飲
酒
や
ア
ル
コ
ー
ル
問
題
な
ど

を
お
持
ち
の
方

※
ご
家
族
か
ら
の
相
談
も
可
能
で
す

連
絡
先

北
海
道
北
見
保
健
所
健
康
推
進
課

（
北
海
道
オ
ホ
ー
ツ
ク
総
合
振
興

局
保
健
環
境
部
北
見
地
域
保
健
室

健
康
推
進
課
）

☎
０
１
５
７

－

24

－

４
１
３
７

（
課
直
通
）

令
和
８
年
度
北
海
道

心
身
障
が
い
者
総
合
相
談

所
の
巡
回
相
談
に
つ
い
て

令
和
８
年
度
の
北
海
道
心
身
障

が
い
者
総
合
相
談
所
の
巡
回
相
談

が
行
わ
れ
ま
す
。通
常
は
札
幌
の

相
談
所
で
し
か
行
わ
れ
ま
せ
ん

が
、近
隣
で
相
談
で
き
る
貴
重
な

機
会
に
な
り
ま
す
の
で
、希
望
さ

れ
る
方
は
、役
場
の
福
祉
係
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

相
談
対
象
者

①
18
歳
以
上
の
身
体
障
が
い
者
で

電
動
車
い
す
等
の
直
接
判
定
を

要
す
る
補
装
具
の
交
付
を
希
望

す
る
方

②
18
歳
以
上
の
知
的
障
が
い
者
で

療
育
手
帳
の
新
規
又
は
再
判
定

を
希
望
す
る
方

③
そ
の
他
、専
門
的
判
定
を
必
要

と
す
る
方

日
時６

月
９
日（
火
）・10
日（
水
）

場
所北

見
市
総
合
福
祉
会
館

（
北
見
市
寿
町
３
丁
目
４

－
１
）

問
い
合
わ
せ
先

福
祉
係
６
番
窓
口

☎
77

－

８
３
８
１

※
次
回
開
催
予
定

８
月
25
日（
火
）

紋
別
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

８
月
26
日（
水
）

北
見
市
総
合
福
祉
会
館

【
令
和
８
年
度
医
師
に
よ
る
相
談
】

毎
月
１
回

13
時
30
分
〜
15
時
30
分

専
門
医
の
相
談
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、予
約
が
必
要
な
た
め
、電
話・来

所
で
事
前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

陸・海・空
自
衛
隊
募
集

応
募
資
格

自
衛
官
候
補
生

18
歳
以
上
33
歳
未
満

受
付
期
間

年
間
を
通
じ
て
行
っ
て
い
ま

す
。※
試
験
予
定
日
以
外
の
試

験
日
に
つ
き
ま
し
て
は
お
問
い

合
せ
下
さ
い
。

試
験
期
日（
１
次
）

７
月
11
日（
土
）

試
験
場
所

帯
広
市

応
募
資
格

幹
部
候
補
生
一
般（
一
次
試
験
）

22
歳
以
上
26
歳
未
満

（
20
歳
以
上
22
歳
未
満
は
大
卒

（
見
込
含
））、修
士
課
程
修
了
者

等（
見
込
含
）は
28
歳
未
満

受
付
期
間

４
月
22
日（
水
）〜
６
月
５
日（
金
）

試
験
期
日（
１
次
）

６
月
13
日（
土
）筆
記
試
験

試
験
場
所

帯
広
市・北
見
市・釧
路
市

問
い
合
わ
せ
先

自
衛
隊
帯
広
地
方

協
力
本
部

北
見
地
域
事
務
所

☎
０
１
５
７

－

23

－

６
８
２
６

募
集
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

受
付
時
間
12
時
〜
20
時

フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
１
２
０

－

０
６
３

－

７
９
２

地球温暖化防止や津別町の森林資源の地産地消を目指し、
木質ペレットストーブを購入する方に対して、購入費の
一部を補助します。

補
助
の
対
象
者

補
助
金
の
額

そ
の
他

○津別町内に住所を有し、町内の住宅や事業所、自治
　会などの活動拠点施設に木質ペレットストーブを
　設置する方
○町税を滞納していない方
○令和９年３月３１日までに購入し、設置できる方
○ペレットストーブの使用状況等について、町が行
　うモニター調査に協力できる方

○申請様式は町ホームページからダウンロードできます。
https://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/
shigoto_sangyo/saiseienergy/4/1592.html

○補助の申請及び交付等については、
　津別町木質ペレットストーブ導入支援事業補助金
　交付要綱によります。

○ペレットストーブ（中古品を除く）
本体（設置費等を除く）の税抜き価格

　の３分の２以内（千円未満は切り捨て）
　で、１台２５万円を限度とします。

※ 補助を希望される方は、ペレットストーブ購入前に補助の申請手続きを行ってください。

問い合わせ・申請先
再エネ推進係 17番窓口　 ☎77－8387

木質ペレットストーブ
購入補助費のご案内
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